


都市機構 入札・契約情報 【本社】 競争参加資格[工事・コンサル]

競争参加者の資格に関する公示

 
　平成17・18年度を有効とする独立行政法人都市再生
機構の建設工事及び測量・土質調査・建設コンサルタ
ント等業務（以下「建設コンサルタント等業務」とい
う。）についての契約を締結する場合の一般競争（指
名競争）参加資格を得ようとする者の申請方法等につ
いて、次のとおりお知らせします。
　平成16年10月
１工事種別及び業種区分
　（建設工事）

　

　建設工事の工事種別は、次に掲げるとおりとす
る（かっこ書きは、各工事種別に対応する建設業
法（昭和24年法律第100号）別表の上欄に掲げる建
設工事の種類である。）。
[1] 建築工事（建築一式工事）
[2] 土木工事（土木一式工事）
[3] 電気工事（電気工事、電気通信工事）
[4] 管工事（管工事、水道施設工事）
[5] 造園工事（造園工事）
[6] 保全建築工事（建築一式工事）
[7] 保全土木工事（土木一式工事）
[8] 塗装工事（塗装工事）
[9] 防水工事（防水工事）
[10]機械設置工事（機械器具設置工事、消防施設

工事、熱絶縁工事）
[11]畳工事（内装仕上工事）
[12]ふすま工事（内装仕上工事、建具工事）
[13]舗装工事（ほ装工事）
[14]汚水処理施設工事（清掃施設工事、水道施設

工事）
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[15]その他工事（大工工事、左官工事、とび・土
工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、
タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工
事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工
事、さく井工事、鉄筋工事、ＰＣ橋梁工事）

　（建設コンサルタント等業務）

　

　建設コンサルタント等業務の業種区分は、次に
掲げるとおりとする。
[1]測量
[2]土質調査
[3]建築設計
[4]建築監理
[5]土木設計
[6]土木監理
[7]補償
[8]調査

２申請の時期及び場所
(1)　定期の一般競争（指名競争）参加資格の審査

にあっては、申請者（申請者が経常建設共同企
業体である場合においては、代表者)の本店所在
地（日本国内に本店がない場合においては、日
本国内の主たる営業所の所在地。以下同じ。）
の区分に応じ、郵送方式により別記２に掲げる
期間及び郵送宛先において申請を受け付ける。
　なお、国土交通省等及び建設関係公団等が実
施するインターネット方式により申請をする者
は、申請者の本店所在地の区分に関わらず、平
成16年12月１日から平成17年１月14日までに、
次のアドレスにアクセスして、申請用データを
送信することとする。
　（建設工事）
　　https://www.pqr.mlit.go.jp
　（建設コンサルタント等業務）
　　https://www.pqrc.mlit.go.jp
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　 (2)　随時の一般競争（指名競争）参加資格の審査
にあっては、平成17年１月17日以降随時、申請
者の本店所在地の区分に応じ、郵送又は持参方
式により別記３に掲げる提出場所（郵送宛先）
において申請を受け付ける｡
　なお、申請者が国の物品等又は特定役務の調
達手続の特例を定める政令（昭和55年政令
第300号）が適用される調達契約についての一
般競争又は指名競争に参加しようとする場合に
おいては、建設工事についての一般競争入札方
式に係る競争参加資格確認申請書又は建設コン
サルタント等業務についての公募型プロポーザ
ル方式又は公募型競争入札方式に係る参加表明
書を提出したときに限り、当該競争参加資格確
認申請書又は参加表明書を提出した支社等（本
社、各支社及び各地域支社をいう。以下同
じ。）の別記３に掲げる提出場所等においても
申請を受け付ける。

３申請の方法
(1)　申請書の入手方法
　 [1] 　「一般競争（指名競争）参加資格審査申

請書（建設工事）」及び「一般競争（指名
競争）参加資格審査申請書（測量・土質調
査・建設コンサルタント等業務）」（以下
「申請書」という。）は、平成16年11月１
日から別記１に掲げる場所において、一般
競争（指名競争）参加資格を得ようとする
者に有料にて交付する。なお、別記
１[1]、[7]、[8]及び[9]に掲げる場所において
は、郵送による交付を取り扱う。
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　 [2] 　インターネットを使用して申請をする者
は、２(1)に掲げるアドレスにアクセスし、
平成16年11月１日から平成16年11月30日ま
でにパスワードを請求し、入手したパス
ワードを用いて平成16年11月１日から平
成17年１月14日までの間に申請用データの
作成に必要な入力プログラムをダウンロー
ドして得るものとする。

(2)　申請書の提出方法
　 　持参又は郵送により、申請書を提出する申請

者は、申請書に次に掲げる書類を添付し、「競
争参加資格認定通知書」を送付するための郵便
切手を貼った機構指定の封筒とともに提出する
こと。また、郵送による場合は、受付通知票に
返信先（本店住所及び商号又は名称）を記入
し、返信用切手を貼った上で提出すること。
　申請書、添付書類の提出部数については、申
請しようとする地区の数にかかわらず、それぞ
れ１部とする。
　インターネットを使用して申請をする者は、
２(1)に掲げるアドレスにアクセスし、(1)[2]に
おいてダウンロードして得た入力プログラムを
用いて作成した申請用データを、(1)[2]において
入手したパスワードを入力して送信するものと
する。

　 （建設工事）
　 [1] 　営業所一覧表
　 [2] 　申請者が経常建設共同企業体である場合

においては、共同企業体協定書の写し及び
共同企業体等調書
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　 [3] 　建設業法施行規則（昭和24年建設省令
第14号。以下「規則」という。）第21条の
４に規定する総合評定値通知書（公益法人
に係る改革を推進するための国土交通省関
係法律の整備に関する法律（平成15年法律
第96号）による改正前の建設業法第27条
の27第１項により通知された経営事項審査
結果通知書（以下「経営事項審査結果通知
書」という。）が申請日の直近のものであ
る場合には、経営事項審査結果通知書）の
写し

　 [4] 　業態調書
　 [5] 　国税通則法施行規則（昭和37年大蔵省令

第28号）別紙第９号書式（その３）、別紙
第９号書式（その３の２）、別紙第９号書
式（その３の３）のいずれか

　 [6] 　申請者が、その設立から５（建設工
事）(2)[1]に規定する主観的事項の審査基準
日の前日までの期間が24箇月以上の協業組
合（中小企業団体の組織に関する法律（昭
和32年法律第185号）による協業組合をい
う。以下同じ。）又は企業組合（中小企業
等協同組合法（昭和24年法律第181号）によ
る企業組合をいう。以下同じ。）であっ
て、前回の主観的事項の審査基準日以降に
新たに組合員の加入があったものであると
きは、当該新規加入の組合員の住所、電話
番号、商号又は名称、代表者氏名及び加入
年月日を記載した書類

　 [7] 　申請者が、その設立から５（建設工
事）(2)[1]に規定する主観的事項の審査基準
日の前日までの期間が24箇月に満たない協
業組合又は企業組合であるときは、各組合
員の住所、電話番号、商号又は名称及び代
表者氏名を記載した書類
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　 [8] 　申請者が、[3]に掲げる書類に記載されて
いる一の年間平均完成工事高を二以上の登
録を希望する工事種別に分割して申請する
とき、及び[3]に掲げる書類に記載されてい
る二以上の年間平均完成工事高の登録を希
望する一の工事種別に合算して申請すると
きは、工事分割内訳表

　 [9] 　行政書士等の代理申請の場合は委任状
〔注〕
　 (A)　申請者が経常建設共同企業体であるとき

は、その構成員に係る[3]に掲げる書類を当
該経常建設共同企業体に係る書類とともに
提出すること｡

　 (B) 　申請者が公益法人（民法（明治29年法律
第89号）第34条の規定により設立された法
人をいう。以下同じ。）であるときは、[1]
に掲げる書類、[4]に掲げる書類、[3]に掲げ
る書類に代えて､規則第19の２第２項の経営
事項審査申請書に準ずる書類、規則第19条
の３第１項各号に掲げる書類に準ずる書類
並びに定款又は寄附行為を提出すること。

　 (C) 　申請者がその他工事のみにつき一般競争
（指名競争）に参加を希望する者（公益法
人を除く。）であって、建設業法第３条の
規定による許可を受けていないものである
ときは､[3]に掲げる書類に代えて､規則第19
の２第２項の経営事項審査申請書に準ずる
書類、規則第19条の３第１項各号に掲げる
書類に準ずる書類を提出すること。この場
合において、申請者が法人であるときは商
業登記簿謄本を提出すること。
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　 (D)　申請者が事業協同組合（中小企業等協同
組合法に基づく事業協同組合で、建設業法
第３条の規定による許可を受け、かつ、中
小企業庁の官公需適格組合の証明を受けて
いるものをいう。以下同じ。）の総合点数
の算定方法に関する特例の適用を希望する
旨の申出をする事業協同組合であるとき
は、審査対象者の住所、電話番号、商号又
は名称並びに代表者及び役員の氏名を記載
した書類、役員名簿、組合員名簿並びに共
同企業体等調書を当該事業協同組合に係
る[1]から[8]までに掲げる書類とともに提出
すること。この場合において、審査対象者
のうちに一般競争（指名競争）参加資格の
審査の申請をしていない者があるときは、
当該審査対象者に係る[3]に掲げる書類を併
せて提出すること。

　 （建設コンサルタント等業務）
　 [1] 　測量等実績調書
　 [2] 　技術者経歴書
　 [3] 　営業所一覧表
　 [4] 　申請者が法人であるときは、商業登記簿

謄本又はその写し
　 [5] 　営業に関し、法律上必要とする登録証明

書等又はその写し
　 [6] 　申請者が法人であるときは、５（建設コ

ンサルタント等業務）(1)に規定する審査基
準日の直前１年の各事業（営業）年度の貸
借対照表、損益計算書及び利益処分に関す
る書類、個人であるときは、５（建設コン
サルタント等業務）(1）に規定する審査基準
日の直前１年の各事業（営業）年度の貸借
対照表及び損益計算書
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　 [7] 　国税通則法施行規則別紙第９号書式（そ
の３）、別紙第９号書式（その３の２）、
第９号書式（その３の３）のいずれか

　 [8] 　行政書士等の代理申請の場合は委任状
〔注〕
　 (A)　申請者が公益法人であるときは、[1]か

ら[3]及び[5]に掲げる書類、[6]に掲げる書類
に準ずる書類並びに定款又は寄附行為を提
出すること。

　 (B) 　申請者が次に掲げる者であるときは、そ
れぞれ次に定める書類をもって[1]、[2]及
び[4]に掲げる書類並びに[6]に掲げる書類又
はこれらに準ずる書類に代えることができ
る｡

　 　 (a) 建設コンサルタント登録業者（建設コン
サルタント登録規程（昭和52年建設省告
示第717号）第２条第１項に規定する登
録簿に登録を受けた者をいう｡）建設コ
ンサルタント登録規程第７条第１項に規
定する現況報告書の写し

(b)地質調査業登録業者（地質調査業者登録
規程（昭和52年建設省告示第718号）第
２条第１項に規定する登録簿に登録を受
けた者をいう。）地質調査業者登録規程
第７条第１項に規定する現況報告書の写
し

(c) 補償コンサルタント登録業者（補償コン
サルタント登録規程（昭和59年建設省告
示第1341号）第２条第１項に規定する登
録簿に登録を受けた者をいう。）補償コ
ンサルタント登録規程第７条第１項に規
定する現況報告書の写し

(3)　申請書類の作成に用いる言語等
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　 [1] 　申請書及び添付書類は、日本語で作成す
ること。

　 [2] 　申請書及び添付書類中の金額について
は、外国貨幣額にあっては、出納官吏事務
規程（昭和22年大蔵省令第95号）第16条の
外国貨幣換算率により換算した邦貨額を記
載すること。

４競争に参加することができない者
　（建設工事）

　

　[1]から[6]までに掲げる者。ただし、１（建設工
事）の[15]「その他工事」のうち建設業法上の許可
を必要としないもののみにつき一般競争（指名競
争）に参加する者及び公益法人（以下「その他工
事参加者等」という。）については、[1]から[4]ま
で及び[6]に掲げる者。
　[1]　契約を締結する能力を有しない者又は破産

者で復権を得ていない者
　[2]　一定の不誠実な行為により当機構から取引

停止措置を受け、その後２年間を経過してい
ない者

　[3]　経営状態が著しく不健全であると認められ
る者

　[4]　一般競争（指名競争）参加資格審査申請書
（建設工事）若しくは添付書類又は申請用
データ中の重要な事項について虚偽の記載を
し、又は重要な事実について記載をしなかっ
た者

　[5]　建設業法第３条の規定による許可及び同法
第27条の23の規定による経営事項審査（告示
（平成６年建設省告示第1461号をいう。以下
同じ。）第１第１号の２に規定する審査基準
日が一般競争（指名競争）参加資格の審査の
申請をする日の１年７月前の日以後のも
の。）を受けていない者
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　[6]　経常建設共同企業体で、その構成員に[1]か
ら[5]まで（その他工事参加者等について
は、[1]から[4]まで）に該当する者を含むも
の

　（建設コンサルタント等業務）

　

　[1]から[5]までに掲げる者。
　[1]　契約を締結する能力を有しない者又は破産

者で復権を得ていない者
　[2]　一定の不誠実な行為により当機構から取引

停止措置を受け、その後２年間を経過してい
ない者

　[3]　経営状態が著しく不健全であると認められ
る者

　[4]　一般競争（指名競争）参加資格審査申請書
（測量・土質調査・建設コンサルタント等）
若しくは添付書類又は申請用データ中の重要
な事項について虚偽の記載をし、又は重要な
事実について記載をしなかった者

　[5]　営業に関し法律上必要な資格を有しない者
５競争参加者の資格及びその審査
　（建設工事）

　４の競争に参加することができない者について
は、一般競争（指名競争）参加資格がないと認定
する。４の競争に参加することができない者以外
の者については、(1)に掲げる客観的事項（共通事
項）の項目（その他工事参加者等については、こ
れに準ずる項目）及び(2)に掲げる主観的事項（特
別事項）の項目について総合点数を付与し、希望
工事種別（一般競争（指名競争）参加資格の審査
の申請に係る一般競争（指名競争）に参加を希望
する工事種別をいう。以下同じ。）ごとに、総合
点数の高点順（同点の場合は、年間平均完成工事
高の順）に配列し、等級の区分を設けている工事
種別については高点順に等級及び当該等級におけ
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る順位を付して一般競争（指名競争）参加資格が
あると認定し、等級の区分を設けていない工事種
別については、当該工事種別における順位を付し
て一般競争（指名競争）参加資格があると認定す
る。
(1)客観的事項（共通事項）
　 [1]　一般競争（指名競争）参加資格の審査の申

請をする日の直前に受けた経営事項審査の告
示第１第１号の１に規定する当期営業年度開
始日の直前２年又は３年の各営業年度の希望
工事種別ごとの年間平均完成工事高

　 [2]　告示第１第１号の２に規定する審査基準日
（以下「客観的事項の審査基準日」とい
う。）において建設業に従事する職員で告示
第１第３号の１から３までに掲げる者（以下
「技術職員」という。）の希望工事種別ごと
の数又は客観的事項の審査基準日及び基準決
算の前期末における許可を受けた建設業に従
事する職員のうち希望工事種別ごとの技術職
員の数の平均の数

　 [3]　告示第１第１号の２及び３、第２号並びに
第４号に規定する項目（これらの規定中「審
査基準日」とあるのを「客観的事項の審査基
準日」と読み替えたものをいう。また、告示
第１第２号に規定する項目については、平
成11年建設省告示1056号による改正時の基準
に基づくものとする。）

(2)　主観的事項（特別事項）
　 [1]　平成16年10月１日（以下「主観的事項の審

査基準日」という。）の前日までの２年間に
おける希望工事種別ごとの工事成績

　 [2]　主観的事項の審査基準日の前日までの４年
間における希望工事種別ごとの特別な工事の
経歴

　（建設コンサルタント等業務）
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　４の競争に参加することができない者について
は、一般競争（指名競争）参加資格がないと認定
する。４の競争に参加することができない者以外
の者については、(1)から(4)までに掲げる項目につ
いて総合点数を付与し、希望業種区分（一般競争
（指名競争）参加資格の審査の申請に係る一般競
争（指名競争）に参加を希望する業種区分をい
う。以下同じ｡）ごとに、総合点数の高点順（同点
の場合は、年間平均実績高の順）に配列し、当該
業種区分における順位を付して一般競争（指名競
争）参加資格があると認定する。
(1)申請しようとする日の直前の営業年度の終了日

（以下「審査基準日」という｡）の直前２年の
各事業（営業）年度の希望業種区分ごとの年間
平均実績高

(2)審査基準日の直前の営業年度の決算における自
己資本額

(3)審査基準日における業種区分ごとの有資格者の
数

(4)審査基準日までの営業年数
６資格審査結果の通知
　 「競争参加資格認定通知書」により通知する。
７資格の有効期間
　資格認定の日から平成19年３月31日までとする。
８その他

(1)　特定建設工事共同企業体としての競争参加者
の資格

　

　特定建設工事共同企業体としての競争参加者
の資格を得ようとする者の申請方法等について
は、特定建設工事共同企業体により競争を行わ
せる工事ごとに別に公示する。

(2)　会社更生法に基づく更生手続開始の決定、又
は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受
けた者の取扱い
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　建設工事の一般競争（指名競争）参加資格が
あるとの認定を受けている者であって、会社更
生法（昭和27年法律第172号）に基づく更生手
続開始の決定を受けた者、又は民事再生法（平
成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の
決定を受けた者（以下「更生手続等開始決定
者」という。）は、各支社等の長が定める手続
により再度の一般競争（指名競争）参加資格の
審査の申請を行うことができる。
　なお、更生手続等開始決定者は、再度の一般
競争参加資格の認定を受けていないときは、一
般競争において競争参加資格があることの確認
がなされない場合がある。

(3)　合併等により新たに設立された会社等の取扱
い

　

　合併等により新たに設立された会社等とは、
次の[1]から[5]までに掲げる会社等をいい、合併
等後の経営事項審査を受けている者は、各支社
等の長が定める手続きにより再度の一般競争
（指名競争）参加資格の審査の申請を行うこと
ができる。

　 [1]　合併等により新たに会社が設立された場合
における新設会社又は合併により、その一方
が存続した場合における存続会社

　 [2]　親会社がその営業（建設業）の一部を独立
させるため新たに子会社を設立し、子会社が
親会社の当該営業部門を譲り受けたことによ
り、親会社の当該営業部門の営業活動が廃止
され、又は休止された場合における子会社

　 [3]　新たに会社が設立され、当該会社が他の会
社の営業（建設業）の全部又は一部を譲り受
けたことにより当該営業を譲渡した会社の当
該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止
された場合における新設会社
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　 [4]　既存の建設業者が他の建設業者から営業
（建設業）の全部又は一部を譲り受けたこと
により当該営業を譲渡した建設業者の当該営
業部門の営業活動が廃止され、又は休止され
た場合における当該営業を譲り受けた建設業
者

　 [5]　営業（建設業）の全部又は一部を他の会社
に承継させるために会社分割を行った会社の
当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休
止された場合における当該営業を承継した会
社

(4)　インターネットを使用しての申請ができない
者

　（建設工事）
　 [1]　建設業法第３条の規定による許可及び同法

第27条の23に規定する経営事項審査（以下
「経営事項審査」という。）を受けていない
場合

　 [2]　競争参加資格申請の直前に通知を受けた経
営事項審査の申請日が平成16年３月１日以降
のもので、当該経営事項審査において総合評
定値(P)を申請していない場合

　 [3]　経常建設共同企業体
　 [4]　事業共同組合で総合点数の算定方法に関す

る特例の適用を希望する場合
　 [5]　協業組合・企業組合で３（申請の方

法）(2)（建設工事）[6]又は[7]に掲げる書類
を提出する場合

　 [6]　合併会社又は合併と同等と見なし得る営業
譲渡を受けた会社が新たに申請を行う場合

　 [7]　会社更生法に基づく更生手続開始決定、又
は、民事再生法に基づく再生手続開始決定を
受けた者で(2)に掲げる再度の認定を受けて
いない場合
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　 [8]　グループ経営事項資格審査又は持株会社経
営事項資格審査を受けている場合

　（建設コンサルタント等業務）
　 [1]　会社更生法に基づく更生手続開始決定を受

けた者で、競争参加資格の再度の認定を受け
ていない場合

　 [2]　民事再生法に基づく再生手続開始決定を受
けた者で、競争参加資格の再度の認定を受け
ていない場合

別記１　申請書類の交付場所

　

　次に掲げる財団法人都市再生共済会の売店等で
販売する。
〔掲載順序　郵便番号　所在地等〕
[1] 〒231-8315　横浜市中区本町6-50-1　横浜ア

イランドタワー３階（電話045-650-0104)　※
郵送購入を希望する場合の連絡先は045-650-
0846

[2] 〒163-1382　東京都新宿区西新宿6-5-1新宿ア
イランドタワー17階（電話03-5323-4396）

[3] 〒261-8501　千葉県千葉市美浜区中瀬1-3幕張
テクノガーデンＤ棟20階（電話043-296-
7327）

[4] 〒220-6110　神奈川県横浜市西区みなとみら
い2-3-3　クイーンズタワーＢ棟10階（電
話045-682-1650）

[5] 〒336-0027　埼玉県さいたま市南区沼影1-10-
1ラムザタワー６階(電話048-844-2064)

[6] 〒305-0032　茨城県つくば市竹園1-2-1　茨城
地域支社２階（電話029-852-2019）

[7] 〒460-8484　愛知県名古屋市中区栄4-3-26昭
和ビル１階（電話052-252-2176)

[8] 〒536-8550　大阪府大阪市城東区森之宮1-6-
85　西日本支社地下１階（電話06-6968-6645)
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[9] 〒810-0072　福岡県福岡市中央区長浜2-2-101
　渕上ビル１階（電話092-721-6275)

[10]〒060-0061　北海道札幌市中央区南１条西1-1-
1　札幌東ビル６階（011-261-6414）

別記２　受付期間及び送付宛先

　

(1)　受付期間

　
　平成16年12月6日から平成16年12月22日まで
（平成16年12月22日までに必着）

(2)　本店所在地及び郵送宛先
　〔掲載順序　本店所在地　郵送宛先〕
　 [1]　東京都、千葉、神奈川、埼玉、茨城、栃

木、山梨、長野、新潟、群馬、青森、岩手、
宮城、秋田、山形、福島の各県及び北海道
　〒163-1302　新宿アイランド郵便局留
　（建設工事）
　　都市機構平17・18関東地区工事審査担当
　（建設コンサルタント等業務）
　　都市機構平17・18関東地区コンサルタン
ト審査担当 

　 [2]　愛知、静岡、岐阜、三重、富山及び石川の
各県
　〒460-0008　名古屋中日ビル郵便局留
　（建設工事）
　　都市機構平17・18中部地区工事審査担当
　（建設コンサルタント等業務）
　　都市機構平17・18中部地区コンサルタン
ト審査担当 
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　 [3]　大阪府、京都府、滋賀、福井、奈良、兵
庫、和歌山、岡山、広島、鳥取、島根、徳
島、愛媛、香川及び高知の各県
　〒537-0022　東成中浜郵便局留
　（建設工事）
　　都市機構平17・18関西地区工事審査担当
　（建設コンサルタント等業務）
　　都市機構平17・18関西地区コンサルタン
ト審査担当 

　 [4]　山口、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮
崎、鹿児島及び沖縄の各県
　〒810-8799　福岡中央郵便局留
　（建設工事）
　　都市機構平17・18九州地区工事審査担当
　（建設コンサルタント等業務）
　　都市機構平17・18九州地区コンサルタン
ト審査担当 

別記３　本店所在地及び提出場所（郵送宛先）
　 　〔掲載順序　本店所在地　提出場所（郵送宛

先）〕
(1)　東京都、千葉、神奈川、埼玉、茨城、栃木、

山梨、長野、新潟、群馬、青森、岩手、宮城、
秋田、山形、福島の各県及び北海道　次のいず
れかの場所とする。

　 [1]　〒231-8315　横浜市中区本町6-50-1　横
浜アイランドタワー　独立行政法人都市再生
機構本社総務人事部工事契約チーム（電
話045-650-0189）

　 [2]　〒163-1382　東京都新宿区西新宿6-5-1新
宿アイランドタワー19階　独立行政法人都市
再生機構東日本支社総務企画部契約課（電
話03-5323-2572）
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　 [3]　〒163-1313　東京都新宿区西新宿6-5-1新
宿アイランドタワー13階　独立行政法人都市
再生機構東京都心支社総務企画部契約課（電
話03-5323-0469）

　 [4]　〒261-8501　千葉県千葉市美浜区中瀬1-3
幕張テクノガーデンＤ棟20階　独立行政法人
都市再生機構千葉地域支社総務企画部経理課
（電話043-296-7241）

　 [5]　〒220-6110　神奈川県横浜市西区みなとみ
らい2-3-3　クイーンズタワーＢ棟10階　独
立行政法人都市再生機構神奈川地域支社総務
企画部契約課(電話045-682-1531)

　 [6]　〒336-0027　埼玉県さいたま市南区沼影1-
10-1　ラムザタワー５階　独立行政法人都市
再生機構埼玉地域支社総務企画部契約課（電
話048-844-2042）

　 [7]　〒305-0032　茨城県つくば市竹園1-2-1独
立行政法人都市再生機構茨城地域支社2階総
務企画部総務経理課（電話029-852-2012）

(2)　愛知、静岡、岐阜、三重、富山及び石川の各
県

　 　〒460-8484　愛知県名古屋市中区栄4-3-26昭
和ビル７階　独立行政法人都市再生機構中部支
社総務企画部経理課(電話052-252-2018)

(3)　大阪府、京都府、滋賀、福井、奈良、兵庫、
和歌山、岡山、広島、鳥取、島根、徳島、愛
媛、香川、高知の各県

　 　〒536-8550　大阪府大阪市城東区森之宮1-6-
85　独立行政法人都市再生機構西日本支社3階
総務企画部契約課(電話06-6969-9023)

(4)　山口、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮
崎、鹿児島及び沖縄の各県

　 　〒810-8610　福岡県福岡市中央区長浜2-2-4
　独立行政法人都市再生機構九州支社2階総務
企画部経理課（電話092-722-1017）
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お問い合わせ先
○申請手続について
　別記３に掲げる各支社等の契約担当課
○本公示の内容について
　経理資金部契約監理チーム045-650-0305

独立行政法人都市再生機構　〒231-8315　神奈川県横浜市中区本町6-
50-1　（横浜アイランドタワー5階～18階）

All Rights Reserved. Copyright (c) 2004 Urban Renaissance Agency.
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